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１ 本要領の目的  

本要領は、深谷市立幼稚園給食調理及び配送業務を実施するに当たり、当該

業務等の履行に最も適した契約の相手方となる候補者（以下「優先交渉権者」

という。）を公募型プロポーザル方式により選定する手続を定めている。この

手続により、業務内容に最適化されたサービスを提供する事業者を選定し、円

滑な業務展開を図ることを目的とする。 

２ 業務の概要  

（１） 業務の名称   

業務の名称は、「深谷市立幼稚園給食調理及び配送業務（以下「本業

務」という。）」という。  

（２） 業務の内容 

本業務の内容は、別に定める「深谷市立幼稚園給食調理及び配送業務要

求仕様書（以下「要求仕様書」という。）」に記載する要件を満たす業務

とする。  

（３） 業務の期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） とする。た

だし、契約日から令和８年３月３１日までの間は、準備期間とする。 

３ 予算額  

本業務における提案上限額（３年間の総額）は、 ９７，５００，０００ 円 

（消費税及び地方消費税相当額を含む。） とする。ただし、この金額は契約時の

予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのものである。 

なお、令和８年３月３１日までの準備期間において、本市の費用負担は、想定

していない。   

４ 実施形式 

本業務を行う事業者の選定は、公募型プロポーザル方式による選定手続（以下

「プロポーザル」という。）により行うものとする 。 

５ 契約候補者選定スケジュール 

プロポーザルの日程は、次に掲げるとおりとする。 ただし、当該日程は、別に

定めるところにより設置される深谷市立幼稚園給食調理及び配送業務プロポーザ

ル審査委員会 （以下「審査委員会」という。）の都合により、変更になる場合が

ある。 

NO. 内容 期間 

１ 
実施要領の公表 

※ホームページに掲載 

令和７年１０月３１日（金） 
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２ 

質問書の受付期間 

※電子メールの受付 

令和７年１１月１０日（月）から 

令和７年１１月１２日（水）午後５

時１５分まで 

３ 
質問書の回答期日 

※ホームページに掲載 

令和７年１１月１７日（月） 

 

４ 

参加申込書受付期間 令和７年１１月１８日（火） 

午前９時から 

令和７年１１月２１日（金） 

午後５時１５分まで（必着） 

５ 一次審査（書類審査） 令和７年１１月下旬 

６ 

プロポーザル参加承認及び 

選考会当日案内の通知 

※電子メールで送付 

令和７年１１月下旬から 

令和７年１２月５日（金）まで 

７ 
企画提案書等提出期限 令和７年１２月１２日（金） 

午後５時１５分必着 

８ 

二次審査（プレゼンテーション審査） 令和７年１２月２５日（木） 

 

予備日 

令和７年１２月２６日（金） 

９ 
第２次審査結果通知 

※電子メールで送付 

令和８年１月１３日（火） 

１０ 
審査結果の公表 

※ホームページに掲載 

令和８年１月１５日（木） 

６ 参加資格   

本業務のプロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件を満たす者とする。 

（１） 基本条件 

ア 深谷市物品等競争入札参加資格者名簿に登載されている者とする。ただし、

対象業務の特殊性などを考慮し、当該資格者名簿に未登載の者に対し、次に掲

げる書類を提出させる等の方法により審査を行い、適当と認められるときは、

この限りでない。 

（ア）  法人の履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書（個人にあっては、

身分（元）証明書及び登記されていないことの証明書） 

（イ） 直近の法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（個人にあって

は、所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書） 

（ウ） 市税に滞納がない証明書 

（エ） 直近の財務諸表（損益計算書、貸借対照表） 
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イ 深谷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱及び深谷市の契約に係る暴力

団排除措置要綱に基づく入札参加停止又は入札参加除外の措置を受けていない

者であること。 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

エ 本実施要領公表の日から本業務の契約締結の日までの間に深谷市建設工事等

の契約に係る指名停止等の措置要綱（平成１８年深谷市告示第１９２号）及び

深谷市建設工事等暴力団排除措置要綱（平成２７年３月２０日決裁）に基づく

指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立及び

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者 

カ 国税、地方税を滞納していないこと 。 

キ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体と認められないこと。 

ク 次のいずれの場合にも該当しないこと。 

（ア） 役員等が深谷市暴力団排除条例（平成２４年深谷市条例第２号）第２

条第２号に規定する暴力団員であると認められるとき。  

（イ） 深谷市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団又は暴力団員

が経営に実質的に関与していると認められるとき。  

（ウ） 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

たと認められるとき。  

（エ） 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に、暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与していると認められるとき。  

（オ） 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。  

（カ）  契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

（２） 能力条件 

ア 学校給食調理の受託実績があること。 

イ 本要領公表日から過去５年以内の間に、食品衛生法（昭和２２年法律第２３

３号）の規定による営業停止の処分を受けた者（その受託業者を含む。）でな

いこと。 

ウ 関東（１都６県）に本社又は事業所を有していること。  
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エ 製造物責任法（平成６年法律第８５号）に規定する損害賠償責任を履行する

ため、生産物賠償責任保険に加入していること又は加入することが可能である

こと。 

７ 質問及び回答 

（１） 質問 

本業務及びプロポーザルに関し、質問がある場合は、次に掲げるとおり、

質問をすることができる。 

ア 受付期間 

質問の受付期間は、令和７年１１月１０日（月）から令和７年１１月１２日

（水）午後５時１５分までとする。 

イ 質問方法 

「１７問合せ先」のメールアドレス宛に、質問書（様式第１号）を送付する

ことで質問することができる。 

この場合における件名は「深谷市立幼稚園給食調理及び配送業務質問書／事

業者名」としなければならない。 

なお、メールの送信にあたっては、送信後に「１７問合せ先」に電話し、そ

の旨を連絡しなければならない。 

ウ その他 

来庁による窓口対応、電話その他の方法による質問の対応は行わない。 

（２） 回答 

質問に対する回答は、令和７年１１月１７日（月）に、市のホームページ

にて公開する。その際、質問者の名称又は氏名は公表しない。なお、回答し

た内容は、本実施要領又は要求仕様書の内容に追加され、又は修正されたも

のとみなす。回答に対する問合せ及び異議申立ては一切受け付けない。 

また、本業務及びプロポーザルに関係のないと市が判断した質問への回答

は行わない。 

８ 参加申込手続 

 プロポーザルに参加しようとする者は、次に定めるところにより参加申込書そ

の他の書類を提出しなければならない。 

（１） 提出書類 

提出書類のサイズは、Ａ４判とする。提出書類は、Ａ４フラットファイル

に綴じ込み、表番号１から９の順とする。様式毎に、見出し（インデック

ス）を付すものとする。 

提出する部数は、正本１部、副本９部の合計１０部とする。 

番号 書類の名称 様式番号 
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１ 参加申込書 様式第２号 

２ 会社概要 様式第３号 

３ 業務実績 

※ 記載した実績については、それを証明する書

類（契約書及び仕様書（機能要件が記載された

書類を含む）の写しを添付すること。） 

様式第４号 

４ 配置予定統括業務責任者調書 様式第５号 

５ 配置予定統括業務責任者の資格証の写し 任意様式 

６ 暴力団排除に係る誓約書 様式第６号 

７ 食品衛生法に係る誓約書 様式第７号 

８ ６の（１）アのただし書に掲げる書類（深谷市建

設工事等競争入札参加資格者名簿又は深谷市物品

等競争入札参加資格者名簿に登載されていない場

合に限る。） 

 

９ 会社案内 

（パンフレット等可） 

指定なし 

（２） 受付期間 

令和７年１１月１８日（火）午前９時から 

令和７年１１月２１日（金）午後５時１５分まで（必着） 

（３） 提出場所 

深谷市教育委員会教育部教育総務課学校事務係 

〒３６６－８５０１埼玉県深谷市仲町１１番１号 

（４） 提出方法 

持参又は郵送とする。持参する場合は、日曜日、土曜日及び祝日を除き、

午前８時３０分から午後５時１５分までの間とすることとする。郵送の場合

は、書留によるもので、かつ、提出期限までに必着するものに限る。 

９ 第一次審査  

（１） 審査方法  

第一次審査は、提出書類から、審査を行う。「６参加資格」の（１）基

本条件及び（２）能力条件を全て満たした者を第一次審査通過者とする。 

（２） 通知 

第一次審査通過者に対し、第二次審査について通知する。第一次審査で条

件を満たしていなかった者については、その旨を通知する。通知は電子メー

ルで送付する。 
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１０ 企画提案書の作成要領 

第一次審査を通過した者は、企画提案書提出書（様式第８号）と次に掲げる

企画提案書を提出しなければならない。企画提案書は、１者１案とする。 

 （１） 記載内容 

番号 項目 記載すべき主な内容 

１ 提案概要書 

（様式第９号） 

様式に基づき、企画提案書の内容を要約し、概

要としてまとめること。 

様式の表の大きさは、自由に変更し記載するこ

とは可とする。 

優先交渉権者の提案概要書は、市ホームページ

で公表する。 

２ 業務基本方針 ア 本業務に対する基本的な考え方が示された

業務基本方針 

イ 業務基本方針に基づく取組 

３ 業務運営体制 ア 業務実施体制について 

イ 人員配置について 

ウ 人材確保について 

エ 地域雇用促進に関する取組について 

４ 衛生管理体制 ア 衛生管理の基本的な考え方 

イ 衛生管理体制（管理体制・マニュアル・基

準・チェック方法など）の取組について 

ウ 調理等従事者の健康管理について 

５ 研修体制 ア 調理業務等における安全衛生管理や調理技

術向上に関する教育研修体制について 

イ 準備期間における従業員の確保及び研修に

関する計画について 

６ 危機管理体制 ア 献立変更、食数変更、配送遅延その他の事

態における対応体制について 

イ 食中毒や異物混入などの防止体制について 

ウ 自然災害発生時の対応策及び本市への協力

体制について 

７ 自由提案 ア 独自のアピールポイント 

イ その他の提案（例：ランチルームの活用） 

８ 見積書 ア 総額は、消費税及び地方消費税を含む額と

すること。 
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イ 深谷市立ふかや幼稚園及び深谷市立深谷東

幼稚園ごとの経費が記載されたものとするこ

と。 

ウ 調理業務と配送業務のそれぞれの経費を分

けて記載すること。 

エ 令和８年度から令和１０年度の年度ごとの

委託料を記載すること。また、年度ごとの委

託料の内訳が記載された資料を添付するこ

と。 

オ 令和９年度及び令和１０年度において、物

価高騰、人件費高騰を見込んでいる場合は、

その理由や算出根拠を示すこと。 

カ 会社名等参加者が特定される情報は記載し

ないこと。 

（２） 留意事項 

ア 匿名 

企画提案書は、匿名により作成しなければならない。会社名、役職等の参加

者が特定される情報を表示しないものとする。 

イ 様式及び体裁 

企画提案書は、次の表に掲げる「提案概要書（様式第９号）」を除き、任意

の様式とする。 

ウ 書体 

書体は、原則、ＭＳ明朝体又はＭＳゴシック体とし、大きさは１２ポイント

とする。 

エ 規格 

Ａ４判横書きとし、表紙、目次等を含め、最大３０ページ（Ａ３判は２ペー

ジ相当分とカウントする。）とする。印刷は両面印刷を基本とし、表紙及び目

次を除きページの下部にページ番号を付さなければならない。 

項番号ごとに見出し（インデックス）を付することとする。 

オ 用語等 

記載する用語等は、可能な限り平易な言葉を用い、必要に応じて用語解説を

付するものとする。 

（３） 提出部数   

１０部（正本１部と副本９部）とする。なお、提案概要書（様式第９号）

については、電子ファイル（ＰＤＦ形式）もあわせて提出しなければならな

い。 
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（４） 提出期限   

令和７年１２月１２日（金）  

（５） 提出先 

深谷市教育委員会教育部教育総務課学校事務係 

（６） 提出方法   

持参又は郵送とする。持参する場合は、日曜日、土曜日及び祝日を除き、

午前８時３０分から午後５時１５分までの間とすることとする。郵送の場

合は、書留 によるもので、かつ、提出期限までに必着するものに限る。  

（７） 提案概要書の公表 

優先交渉権者として決定した者の提案概要書（様式第９号）は、市ホー

ムページにおいて、公表する。 

１１ 第二次審査  

本要領及び要求仕様書により提出された企画提案書等について、審査委員

会が審査する。 

（１） 日時 

    令和７年１２月２５日（木） 

（２） 会場 

    深谷市役所本庁舎会議室 

（３） プレゼンテーション 

第二次審査では、提案内容のプレゼンテーション及び質疑応答により行

うものとする。プレゼンテーションは、企画提案書の内容の説明とする。 

（４） 採点及び評価 

次のとおり評価採点し、優先交渉権者及び次点候補者を選定する。   

ア 採点方法 

審査委員会の委員は、次に掲げる評価採点基準項目に基づき評価し、採点

する。  

評価基準 配点 

１ 業務基本方針 教育の一環としての学校給食をよく理解し、食の

面から教育に携わることの重要性を認識し、その

目的達成のための方針が示されている。 

それに基づく取組が具体的に説明されている。 

10 
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２ 

業務運営体制  調理業務における従事者の指揮命令系統及び本市

との連絡体制が適切に整備されている。 

10 

経験・資格・人数など、業務上の的確な体制が確

保されている。 

業務の遂行が可能と判断できる十分な人材を有し

ている。 

15 

従業員の定着及び地域雇用促進に関する取組を行

っている。 

5 

従業員に対する研修を適切に実施し、教育体制が

整備されている。 

5 

３ 衛生管理体制 「学校給食衛生管理基準」等に基づき、学校給食

等集団給食実績を活かした改善・工夫を行い、給

食調理業務を行っている。 

安全衛生管理に対する知識・認識を有し、実施で

きる体制が確立されている。 

 従業員の健康管理（健康診断・検便等）が確実

に実施されている。 

10 

４  研修体制 調理業務の安全衛生や調理技術向上に関する教

育・研修体制が確立されている。 

業務開始までの従業員の確保や研修・演習等に取

組む計画が確立されている。 

15 

５  危機管理体制  献立変更、食数変更、配送遅延その他の事態にお

ける対応体制が考慮されている。 

食中毒や異物混入などの事故発生時の対処方法や

給食の提供体制が考慮されている。 

自然災害発生時の対応策及び本市への協力体制が

確立されている。 

10 

６  自由提案  食育や衛生管理、安心・安全・美味しい給食の提供、

事業運営の向上・効果があると思われるアイデア

や独自の取組み等について説明されている。 

10 

７  提案価格  
評価点（少数点以下切捨て）＝10 点×最低提案価

格／提案価格 

10 

合 計  100 
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イ 評価方法 

委員が採点した評価点を合計し、合計評価点を算出する。合計評価点で最高

点を得たものを優先交渉権者として選定する。 

最高点を得た者が２者以上ある場合は、「業務運営体制」の点数が最も高い

ものを優先交渉権者とする。最高点に続く合計評価点を得たものを次点候補者

とする。  

なお、本審査は、提案者が１者の場合も実施する。ただし、その場合におい

ても、提案者の合計評価点が満点の６割未満の場合は、優先交渉権者として選

定しない。 

（５） 特記事項  

ア 匿名による審査 

  第二次審査は、参加者の会社名、氏名、役職等は、匿名として実施する。

実施方法の詳細は、第一次審査通過者に通知する。 

イ プレゼンテーション参加者の制限 

  プレゼンテーションに参加できる者の人数は、３名までとする。また、要

求仕様書に基づき配置を予定する統括業務責任者は、出席しなければならな

い。  

ウ 情報機器の使用 

ノート PC その他情報機器を用いる場合は、事前に連絡すること。なお、

その場合において、スクリーン及びプロジェクターは市で用意したものを使

用する。 

１２ 選定結果  

（１） 通知方法 

全ての提案者に対して文書により通知する。  

（２） 通知時期 

令和８年１月１３日（火）  

（３） 選定結果の公表  

選定過程の透明性を確保するため、次の事項を市ホームページにおいて

公表する。 

ア 優先交渉権者及び次点者の名称 

イ 評価点（得点順） 

ウ 優先交渉権者の提案概要書（様式第９号） 

  エ 優先交渉権者の選定理由 
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 １３ 契約締結  

    選定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに契約を締

結する。なお、この場合、優先交渉権者は改めて提案価格を上限として見積

書を提出するものとする。 

   この場合の見積書においては、人件費、物件費その他の内訳を記載しなけ

ればならない。 

優先交渉権者との協議が不成立となった場合は、次点候補者と同様の協議

を行う。     

１４ 提出書類の取扱い  

（１） 書類の不返却 

提出された書類は、返却しない。 また、提出後の追加、修正及び削除は

認めない。 提出された書類は、提出した者に無断でプロポーザルに係る審

査以外には利用しない。 

（２） 書類の複製 

提出された企画提案書は、プロポーザルに係る事務に必要な範囲におい

て、複製を行うことがある。 

（３） 書類の追加 

市が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることができる。  

１５ 情報公開及び提供 

提出された企画提案書その他の書類は、深谷市情報公開条例（平成１８年深

谷市条例 第１３号） 第２条第２項に規定する行政情報とし、同条例第６条第

１項に規定する公開請求の対象となり、公開される場合がある。 

１６ その他  

（１） 費用負担  

書類作成及び提出に係る費用等、必要な経費は全て提出者の負担とす

る。また、やむを得ない理由によりプロポーザルを中止する場合、プロポ

ーザルに要した費用については市に請求できないものとする。  

（２） 参加辞退の場合  

参加申込書（様式第２号）又は企画提案書の提出後、都合により参加を

辞退する場合は、参加を辞退する旨を記載した書面（様式は任意）を、速

やかに提出しなければならない。 

（３） 失格事項  

次のいずれかの場合に該当する者は、失格とする。  
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  ア 参加資格要件を満たしていない場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合  

ウ 本実施要領等で示した提出期限、提出先、提出方法、書類作成方法等の条

件に適合しない書類の提出があった場合  

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実行為を行った場合 

オ 見積書の金額が、「３ 予算額」を超過した場合 

カ 特別な理由がなく、第二次審査開始時刻に遅れた場合 

（４） 知的創造物についての権利等  

優先交渉権者に選定された者が作成した企画提案書等について、市は提案者

の許諾を得た上で、特段の対価なく、複製、転記又は転写をすることができる

ものとする。また、企画提案書等において第三者の著作権及び産業財産権の対

象となっているものを使用したことにより生じた責任は、提案者が負うものと

する。  

１７ 問合せ先  

  深谷市教育委員会教育部教育総務課学校事務係 

〒３６６－８５０１ 

埼玉県深谷市仲町１１番１号 

電話 ０４８－５７４－５８１１ 

メール kyouiku(ｱｯﾄﾏｰｸ)city.fukaya.saitama.jp 


